
 商 法 

（ 100 点）  
 

第１ 問  

Ｐ 社 は 、 土木 建 設 事 業を 業 と する 株 式 会 社（ 取 締 役会 設 置 会 社か つ監

査 役 設 置 会社 ） で あ って 、 そ の傘 下 に 完 全子 会 社 とし て 運 送 事業 を 業と

す る Ｑ 株 式会 社 を 有 して お り 、Ｐ 社 の 総 資産 額 に 占め る Ｑ 社 株式 の 帳簿

価 格 は 、 約３ ０ ％ で ある 。 Ｐ 社の 株 式 は 、Ａ が １ ０％ 、 Ａ の 子Ｂ が ５％

を 保 有 し 、残 り は Ａ の一 族 ３ ０名 が そ れ ぞれ 数 ％ ずつ 保 有 し てい る 。  

 Ｐ 社 の 取締 役 は 、 長年 、 代 表取 締 役 Ａ と代 表 権 のな い 取 締 役Ｂ ・ Ｃの

３ 名 が 務 めて き た が 、2023 年 ６ 月の 定 時 株主 総 会 にお い て Ａ は取 締 役に

再 任 さ れ ず、 Ｂ ・ Ｃ ・Ｄ を 取 締役 に 選 任 する 決 議 がな さ れ た （以 下 「第

１ 決 議 」と い う）。し かし 第 １ 決議 を 成 立 させ た 同 株主 総 会 は 、か ね て子

会 社 Ｑ 社 の管 理 を め ぐっ て Ａ と対 立 関 係 にあ っ た Ｂが 、 取 締 役会 決 議の

な い ま ま 招集 し た も ので あ り 、Ａ に は 同 株主 総 会 の招 集 通 知 は送 ら れて

お ら ず 、 Ａは 同 株 主 総会 に 出 席し て い な かっ た 。 同株 主 総 会 直後 に 開催

さ れ た Ｐ 社の 取 締 役 会に お い て、 取 締 役 Ｂ・ Ｃ ・ Ｄ全 員 一 致 の賛 成 によ

り 、 Ｂ は 代表 取 締 役 に選 定 さ れた 。  

 以 上 の 経緯 に よ り 代表 取 締 役と し て 選 定さ れ た Ｂは 、Ｐ社 を代 表 し て、

Ｑ 社 株 式 全部 を Ｒ 株 式会 社 に 譲渡 す る 旨 の契 約 （ 以下 「 本 件 契約 」 とい

う ）を 締 結 し た 。そ の後 2023 年 ７ 月に 開催 さ れ たＰ 社 の 臨 時株 主 総 会に

お い て 、 一部 の 株 主 を除 く ほ とん ど の 株 主が 出 席 し、 大 多 数 の株 主 の賛

成 に よ り 、本 件 契 約 を承 認 す る決 議 が な され た （ 以下 「 第 ２ 決議 」 とい

う ）。第２ 決 議を 成 立さ せ た 同株 主 総 会 は、取 締 役会 に お い て取 締 役 Ｂ・

Ｃ ・ Ｄ 全 員一 致 の 賛 成に よ っ て招 集 が 決 定さ れ 、 Ｂが 招 集 し たも の であ

った 。  

 本 件 契 約の 効 力 に 関し て 、 会社 法 上 の 論点 に つ いて 検 討 し なさ い 。  

  



第２ 問  

次 の 事 実 を 読 ん で 、 後 記 の （ １ ） と （ ２ ） の 問 い に 答 え な さ い 。  

 Ｐ 社 は 、放 送 法 に よる 放 送 関連 事 業 を 目的 と す る株 式 会 社 であ り 、そ

の 株 式 を 東京 証 券 取 引所 に 上 場し て い る 。Ｐ 社 は 種類 株 式 発 行会 社 では

な い 。 Ｑ 社は 、 イ ン ター ネ ッ トを 利 用 し た通 信 販 売事 業 を 目 的と す る株

式 会 社 で ある が 、 近 い将 来 に おけ る 放 送 関連 事 業 への 進 出 を 計画 し 、そ

の 計 画 を 実現 す る た めの 数 あ る方 策 の 一 つと し て 、2021 年 ８ 月に 、市場

で 買 い 集 める 方 法 に より Ｐ 社 の総 株 主 の 議決 権 の １０ ％ に 相 当す る Ｐ社

株 式 を 取 得し た 。そ の後 Ｑ 社 は 、Ｐ社 に 対し て 2021 年 １０ 月に 業 務 提携

の 提 案 を 行っ た が 、 当該 提 案 はＰ 社 の 取 締役 会 に よっ て 拒 絶 され た 。  

 こ う し た中 、 Ｑ 社 は、 Ｐ 社の 2022 年 ３月 期 お よび 2023 年３ 月 期 の有

価 証 券 報 告書 に お い て、 投 資 有価 証 券 の 取得 の た め巨 額 の 支 出が あ った

旨 の 報 告 がさ れ た こ とを 受 け て、 Ｐ 社 が Ｑ社 に よ る株 式 の 買 集め に 対抗

し Ｑ 社 の 影響 力 を 減 らす た め に、 同 様 に Ｑ社 に よ る株 式 の 買 集め の ター

ゲ ッ ト に なっ て い る 放送 関 連 事業 を 営 む 複数 の 会 社と の 間 で 、株 式 の持

合 い 工 作 を進 め て い るの で は ない か と の 疑い を 抱 いた 。 株 式 の持 合 いに

よ り 、 株 式の 買 集 め に反 対 す る現 経 営 陣 寄り の 株 主層 を 形 成 する こ とが

可 能 に な る。そ こで Ｑ社 は 、2023 年７ 月 に、Ｐ 社に よ る 株式 の持 合 い 工

作 の 状 況 を調 査 す る こと を 目 的と し て 、 最近 ３ 事 業年 度 分 の 有価 証 券元

帳 の 閲 覧 謄写 を Ｐ 社 に請 求 し た。 な お 、 有価 証 券 元帳 と は 、 会社 が 取得

し た 株 式 の銘 柄 や 取 得時 期 、 株式 数 、 単 価な ど を 記載 し た 帳 簿を い う。  

 Ｑ 社 の 請求 に 対 し 、Ｐ 社 は 、Ｑ 社 は Ｐ 社が 株 式 の持 合 い 工 作を 進 めて

い る と 主 張す る も の のそ の よ うな 事 実 が 客観 的 に 存在 す る こ とを 明 らか

に で き て いな い こ と や、 Ｑ 社 がＰ 社 と 実 質的 に 競 争関 係 に あ る事 業 を営

ん で い る こと な ど を 理由 に 、 Ｑ社 に よ る 閲覧 謄 写 請求 を 拒 絶 した 。 そこ

で Ｑ 社 は 、最 近 ３ 事 業年 度 分 の有 価 証 券 元帳 の 閲 覧謄 写 を 求 めて 裁 判所

に 訴 え を 提起 し た 。  

（ １ ） Ｑ 社が 閲 覧 謄 写請 求 に 係る 訴 え を 提起 す る に際 し て 、 自ら が Ｐ社

の 株 主 で ある こ と を Ｐ社 に 対 抗す る た め には 、 ど のよ う な 手 続を と るこ

と が 必 要 かに つ い て 説明 し な さい 。  

（ ２ ） Ｑ 社に よ る 閲 覧謄 写 請 求は 認 め ら れる か に つい て 検 討 しな さ い。  


